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（参考）

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の
多様性の確保に関する法律の概要

環 境 省 財 務 省

文部科学省 厚生労働省

農林水産省 経済産業省
目 的

国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物

等の使用等の規制に関する措置を講ずることにより、生物多様性条約カ

ルタヘナ議定書（略称）の的確かつ円滑な実施を確保。

主務大臣による基本的事項の公表
遺伝子組換え生物等の使用等による生物多様性影響を防止するための

施策の実施に関する基本的な事項等を定め、これを公表。

遺伝子組換え生物等の使用等に係る措置

遺伝子組換え生物等の使用等に先立ち､使用形態に応じた措置を実施

↓ ↓

「第一種使用等」 「第二種使用等」

＝環境中への拡散を防止し ＝環境中への拡散を防止し

ないで行う使用等 つつ行う使用等

新規の遺伝子組換え生物等 施設の態様等拡散防止措置

の環境中での使用等をしよう が主務省令で定められている

とする者(開発者､輸入者等)等 場合は､当該措置をとる義務。

は事前に使用規程を定め､生 定められていない場合は、

物多様性影響評価書等を添付 あらかじめ主務大臣の確認を

し､主務大臣の承認を受ける 受けた拡散防止措置をとる義

義務。 務。

未承認の遺伝子組換え生物等の輸入の有無を検査する仕組み、輸出の

際の相手国への情報提供、科学的知見の充実のための措置、国民の意見

の聴取、違反者への措置命令、罰則等所要の規定を整備する。
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２ 法律・政省令・告示の全体像

＜第一種使用等関係＞ ＜第二種使用等関係＞

【法 律】

(平成15年６月18日公布)①法律 ＜法＞
・目的、定義、規制の枠組み、命令、罰則等

【政 令】

(平成15年６月18日公布)②主務大臣を定める政令
・各措置に係る主務大臣の分担の考え方

(平成16年③手数料を定める政令
２月12日公布)

・生物検査の手数料

【省 令】

(平成15年11月21日公布)④法施行規則（６省共同）＜規則＞
・第一種使用等と第二種使用等の共通の事項（生物及び技術の定義の詳細、第二種使用等と見なす

措置の詳細、承認・確認の適用除外、情報提供、輸出、②に基づく主務大臣の詳細等）

⑦研究開発等に係る第二種使用等に当たっ
て執るべき拡散防止措置等を定める省令

・第一種使用等に関する事項（承認手 (平成16年１月2（文･環共同）＜二種省令＞
続、学識経験者からの意見聴取） 9日公布)

・第二種使用等に関する事項（執るべき拡散防止
措置の内容、確認手続き）

・生物検査に関する事項
⑧産業利用等に係る第二種使用等に当たっ
て執るべき拡散防止措置等を定める省令

(平成16年１月29日公（財･厚･農･経･環共同）
布)
・第二種使用等に関する事項（執るべき拡散防止

措置の内容、確認手続き）

【告 示】

(平成15年11月⑤法律第三条の規定に基づく基本的事項（６省共同） ＞＜基本的事項
21日公布)
・施策の実施に関する事項（省令等の制定や諸手続の考え方等 、使用者が配慮すべき事項等）

(平⑥第一種使用等による生物多様性 ⑨⑦に基づく告示（文）＜二種告示＞
(平 成16年１月29日公布)影響評価実施要領 ６省共同（ ）

成15年11月21日公布) ・認定宿主ベクター系のリスト、実験分類ごとの
・第一種使用規程の承認を受けようと 生物のリスト 等

する者が行う生物多様性影響評価の
項目及び手順等

(一⑩⑧に基づく告示（財･厚･農･経･環）
部平成16年１月29日公布)
・GILSP取扱い遺伝子組換え生物等のリスト

（注） 内は、本説明会資料において用いる略称。＜ ＞




